
 
 

令和３年度公益社団法人坂戸市シルバー  
人 材 セ ン タ ー 事 業 計 画 

１ 基本方針 
シルバー人材センターを取り巻く社会情勢は、再雇用制度や定年制延長などの

影響により、事業基盤である会員数が伸び悩んでいるとともに、契約金額では、構

成割合の高い民間事業所からの受注の確保が不安定な状態にあるなど、厳しい状

況が続いております。また、今年度は、当センター設立４０周年の節目の年であり

ますが、依然として新型コロナウィルス感染の収束が見込めない状況にあり、施設

管理面においては、非接触型体温計の配備や要所々々へのアクリル板設置などの

感染防止策が求められています。 
こうした状況を乗り越えるためには、シルバーの基本理念である「自主・自立、

共働・共助」のもと、より公益性が高く時代に即した事業の展開と補助金等を含め

た安定した収入を確保することで、収支のバランスの取れた運営を図るとともに、

就業及びボランティア活動等を通じ、地元の公益社団法人として地域社会と共生

するシルバー人材センターを目指すことが肝要であります。 
そのためには、会員が長年培ってきた豊富な知識・経験・技術等を生かせる仕事

の開拓・確保及び会員の増強が必要不可欠であり、中期計画に基づき、会員組織で

ある委員会及び専門部会等の事業活動を推進するとともに、多様な仕事のニーズ

に応えるため、請負や派遣事業の取り組みを強化し、就業の拡大を図ります。指定

管理者事業や介護予防・日常生活支援総合事業及び空家管理では、坂戸市や地域の

団体等の労働・福祉行政と連携することで受注の拡大を図るほか、地域社会交流等

の事業活動を実施し、魅力あるセンターづくりを目指します。 
 
２ 実施計画 
（１）会員の増強及び就業の拡大・強化 
  ア 広報媒体を活用し、より多くの情報を発信することで、一般家庭、公共

団体及び民間事業所等からの受注拡大と会員確保、会員の口コミによる

仕事の開拓及び会員数の増大に努める。また、退会者の抑制方策を検討す

る。 
  イ 会員の資質や技能の向上のための研修などを実施し、シルバー事業へ

の理解度を深めるとともに就業意欲や就業率の向上を図る。 
  ウ 一般市民も対象とした各種講習会を開催して会員への入会を促進する

ことで、会員の増強とともに、女性向けの事業などを充実させ、女性会員

の増加策に努める。 
  エ 会員の確保のため、各地区で出張入会案内説明会を開催する。 

   オ 「シルバーさかど」等を通じて各種職群に従事する会員の確保を図り、

就業の拡大に努める。 
  カ 多くの会員が働けるようにローテーション就業を積極的に推進する。 



 
 

キ 就業機会の拡大・確保を図るため、専門員を配置して派遣事業を積極的

に実施する。 
ク 就業先事業所等との意見交換会を開催し、事業のＰＲ及び就業開拓並

びにローテーション就業等の促進に努める。 
  ケ 企業、事業所、店舗など発注者側のニーズの把握に努め、顧客満足度の

向上を図るとともに、さらなる就業機会の拡大・確保を推進する。 
  コ 会員の就業機会の更なる拡大を図るため、地域社会の就業ニーズ等の

把握を的確に行い、民間企業、地方自治体、個人（家事支援事業）に対し

てＰＲ活動及び就業機会の掘り起しを行う専門員を配置する。 
  サ 臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る就業（雇用によるものに限る。）

を希望する高齢者のために、公益財団法人いきいき埼玉の実施事務所と

して、有料の職業紹介事業を実施する。 
  シ 介護予防・日常生活支援総合事業及び空家管理では市や地域包括支援

センター等と連携し、受注の拡大を図る。 
  ス 独自事業（パソコン教室：新規として zoom 講座を追加）を推進し、就

業の拡大を図る。 
セ 指定管理者施設の公募について、内容を十分に精査し、積極的に参加し 
て就業機会の確保を図る。 

（２）普及啓発 
  ア センターの広報紙やホームページ等を活用して事業内容や会員の活動

状況等を発信し、市民の理解を得る。 
  イ ＰＲ用チラシ等を公共団体及び民間事業所並びに市内全家庭に配布し、

事業の趣旨や活動状況を周知し、広報活動を強化する。 
  ウ センターの事業活動等について、各種イベントへの参加やボランティ

ア事業及び独自のイベントを開催し、センター事業のＰＲに努める。 
  エ ホームページを充実した内容に更新するほか、公共宣伝広告等を活用

した宣伝活動を実施する。 
  オ 家事支援事業等の拡大のため、定期的にＰＲ用チラシを配布する。 
  カ 指定管理者施設において独自でイベントを開催し、センター事業をＰ

Ｒするとともに、施設のさらなる利用促進を図るため、一般市民を対象と

した自主事業の開催に積極的に取り組む。 
（３）安全・適正就業の促進 
  ア 傷害・物損事故撲滅のため、様々な安全就業対策を講じるとともに、地

域班及び職群班並びに家事支援などの組織を通じて安全就業の啓もうに

努める。 
  イ 特に草刈り現場の巡回をより一層強化し、物損事故を抑制するととも

に、「気をつけて」の一声運動を実施し、安全就業の周知徹底を図る。ま

た、就業状況を把握し、適正な就業形態の確立と見直しを図る。 



 
 

  ウ 事故防止を図るため、事故原因の分析・対応策の検討及び安全就業基準

の見直し等の検討により、再発防止活動を促進する。 
  エ 会員に自転車保険への加入を促進するとともに、交通安全講習会等を

開催し、交通安全と安全運転教育の強化を図る。 
  オ 会員に安全意識の高揚及び適正就業への理解と協力を得るため、安全

だよりやシルバーさかど等による普及啓発を積極的に推進する。 
  カ 会員の不測の事故に備え、団体傷害保険及び損害賠償責任保険等に加

入する。 
キ 他市センターと交流を図ることで、安全就業委員会の研鑽に努める。 

  ク 就業の基準に関する要綱に基づき、ローテーション就業及び就業期限

延長状況の改善を図り、公共部門で実施している公募による就業者選定

制度において、一部民間部門への拡大を検討する。 
  コ 血圧測定器を常備し、積極的な測定を呼びかけて会員の健康維持増進

や健康管理意識の向上に努めるほか、市等の健康診査を積極的に受診す

るよう促す。 
（４）運営体制の整備・充実 
  ア 理事会を定期的に開催し、適切な事業運営を図る。 
  イ 理事会ニュースをリーダーに配布し、センターの状況を共有化する。 
  ウ 役員賠償請求等の訴訟に備え、役員賠償責任保険に加入する。 
  エ 入会案内説明会及び新入会員研修会を実施し、会員の資質の向上を図

り、地域社会に信頼されるセンターづくりに努める。 
  オ 原則未就業会員を対象に、就業に当たっての意見等を聞くための就業

相談会を開催する。 
  カ 会員の共働・共助を基本とした連帯意識を基に、効率的かつ合理的な事

業運営を行い各種事業の効果を高める。 
  キ 地域班や職群班の組織活動及び委員会並びに専門部会等の運営体制や

連携強化を促進する。 
  ク 家事支援の仕事別グループを組織化し、事業の効率化を図るとともに、

定期的に研修会を開催し、会員のレベルアップ及び連携の強化を図り、発

注者の満足度を高める。 
  ケ 事務の合理化と効率的な運営を推進し、経費の節約等に努める。 
  コ 中期計画の推進を図り、社会環境等の変化に合わせて随時計画の見直

しを実施する。 
  サ 会員相互の親睦及び交流事業を実施し、福利厚生事業を充実させると

ともに、就業及びボランティア活動等を通じて、地域社会と共生するセン

ターを目指す。 
  シ シルバー農園においては、農産物の販売を通じて地域貢献に寄与する。 
  ス 設立４０周年事業として記念誌を発刊する。 



１．セ　ン　タ　ー
年月

令和３年 ・決算監査 ・新入会員研修会

４月

・第１回理事会

５月 ・第２回理事会

・定時総会

６月 ・第３回理事会

・第４回理事会

・第５回理事会

７月

・第６回理事会 ・新入会員研修会

８月

・第７回理事会

９月

・第８回理事会

・定期監査

１１月 ・第９回理事会

・第１０回理事会 ・就業開拓活動

１２月

・新入会員研修会

令和４年 ・第１１回理事会

１月

・第１２回理事会

２月

・第１３回理事会

※新型コロナウィルス感染状況等により、変更が生じる場合があります。

　事　業　実　施　計　画　

事業の名称

３月

１０月

・ボランティア事業（富士見工業団地工業会と連携した防
犯パトロール※）

・ボランティア事業（よさこい等※）

・地区役員会議※

・会員親睦旅行※

・就業先との意見交換会※

・シルバーまつり※

・地区別事業報告会※



２．委　員　会
年月 安全就業委員会 適正就業委員会

令和３年

４月

・第１回就業現場巡回

５月

６月

・第１回安全就業委員会 ・第１回適正就業委員会

７月 ・第２回就業現場巡回

・安全だより　夏号発行

・第３回就業現場巡回 ・第１回選考委員会

８月 ・第４回就業現場巡回

・第２回安全就業委員会 ・第２回適正就業委員会

９月 ・第５回就業現場巡回

・第６回就業現場巡回

・他市センター視察 ・就業先との意見交換会※

・第７回就業現場巡回

・第３回安全就業委員会

１１月 ・安全だより第２６号発行

・交通安全講習会 ・第３回適正就業委員会

１２月

令和４年 ・第４回安全就業委員会 ・第４回適正就業委員会

１月 ・第８回就業現場巡回

・安全だより第２７号発行 ・第２回選考委員会

2月 ・三市合同安全対策交流研修会

・第５回安全就業委員会 ・第５回適正就業委員会

３月

１０月

※新型コロナウィルス感染状況等により、変更が生じる場合があります。



３．専　門　部　会
年月 総　務　部　会 事　業　部　会 広　報　部　会

令和３年 ・第１回総務部会

４月

・第１回入会促進活動 ・第１回就業開拓 ・シルバーさかど第１０４号発行

５月 （個人宅へのﾁﾗｼﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ）

・定時総会の運営

６月

・第２回総務部会 ・第１回事業部会 ・第１回広報部会

７月 ・技能講習会：襖張り等講習会

８月

・第３回総務部会 ・第２回事業部会 ・シルバーさかど第１０５号発行

９月 ・第２回広報部会

・第２回入会促進活動 ・第２回就業開拓

（個人宅へのﾁﾗｼﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ）

・技能講習会：接遇講習会

・リーダー研修 ・第３回就業開拓

１１月 　（さかど産業まつり）

・第３回事業部会

・第４回総務部会 ・防犯パトロール※

１２月 （富士見工業団地工業会との連携） ・第３回広報部会

令和４年 ・シルバーさかど第１０６号発行

１月

・技能講習会

2月 （エアコン清掃講習会）

・健康講演会 ・第４回事業部会 ・第４回広報部会

・第５回総務部会 ・第４回就業開拓

（坂戸にっさい桜まつり）

※新型コロナウィルス感染状況等により、変更が生じる場合があります。

3月

１０月



４．その他
年月 家事支援委員会

令和３年 ・第１回家事支援委員会

４月

５月

・受注促進活動

６月 （事業部と共同実施）

・第２回家事支援委員会

７月

・ポスティング

８月 （事業部と共同実施）

９月

・第３回家事支援委員会

・受注促進活動

１１月 （事業部と共同実施）

１２月

令和４年 ・第４回家事支援委員会

１月 （次年度事業計画等）

2月

・桜まつり予定（チラシ配布等）

　

１０月

３月


